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学長挨拶　　筑波大学環境方針

筑波大学環境方針

テーマ 取り組み例 主 な 組 織

より良い

都市・大学環境

環境負荷軽減

環境配慮

安全衛生

法の遵守

●新エネルギー導入

●駐車場緑化

●環境教育

●公共交通利用促進

●省エネ対策

●リサイクル推進
　（エコステーション）

●廃棄物削減

●職場環境 ,
　学習環境の適正化

●廃液 , 廃棄物適正処理
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都市交通研究
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お米の加工食品
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T-ACT を通じた学生の環境活動
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T-ACT を通じた学生の環境活動
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T-ACT を通じた学生の環境活動
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つくば 3E フォーラム

1.　つくば３Eフォーラムとは

2.　実施体制について

3.　平成 26 年度 (2014 年度 ) の活動紹介

4.　今後の新たな取り組み

H2

H2

FCV

H2

H2

３eカフェ学生による展示
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科目名

時期

授業概要

対象

平成 26 年度　総合科目Ⅱ　『筑波大学から診る環境問題』

1・2年次

春 AB（2014.4.14 ～ 2014.6.23）

　21 世紀を生きる者として、地域から地球規模まで様々なレベルの環境問題
について知り、考え、行動していくことは必須の素養となる。現在、筑波大学
は学内の環境改善と保全に積極的に取り組んでいる他、茨城県、つくば市、つ
くば市内独法研究所と共同で「環境都市つくば」を目指し様々な取り組みを行っ
ている。
　本授業は、筑波大学キャンパスの環境問題から環境都市構築の為の様々な諸
課題、地球規模の環境問題について各専門家からの講義、また、学内の環境改
善活動に実際に携わる体験、を通じて、筑波大生として様々な環境問題に対す
る俯瞰力と行動力を身につける一助になることを目的に開講する。

【第 1回】4月 14 日 筑波大学：
エコキャンパスへの取り組み

エコステーションでのゴミ分別作業体験

つくばの都市構造と交通システムを考える

つくば環境スタイル "SMILe"
次世代環境教育について考える

藻類バイオマス　
水とエネルギーと藻類

地球温暖化に挑む作物学

【第 2回】4月 21 日

【第 3回】4月 28 日

【第 4回】5月 12 日

【第 5回】5月 19 日

【第 6回】 5 月 26 日

岩本浩二　(企画室・准教授 )
内海真生　(生命環境系・准教授)

鈴木　勉 
(システム情報系・教授)

山中　勤 
(生命環境系・准教授)

渡邉　信 
( 生命環境系・教授 )

志水勝好 
( 生命環境系・講師 )

岩本浩二　(企画室・准教授 )
内海真生　(生命環境系・准教授)

授業タイトル 授業担当者

1.　総合科目の開設

2.　フレッシュマンセミナーの開講

新しい電力網：
スマートグリッドと水素・直流給電

グリーンイノベーションと地域連携

低炭素社会：
日本の動向と各国・各都市の取り組み

筑波大学から診る環境問題

【第 7回】6月 2日

【第 8回】6月 9日

【第 9回】6月 16 日

【第 10 回】6月 23 日

石田政義 
(システム情報系・教授)

柚山義人 
(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所
上席研究員

藤野純一 
(独)国立環境研究所・主任研究員

内海真生 
(生命環境系・准教授)

授業タイトル 授業担当者
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　事業場の安全衛生管理においては、職場環境の保

全や労働者の安全衛生の確保だけに焦点が向けられ

がちですが、それらと同等以上に重要な目的は、事業

場の外部に危害・損傷を与えないことです。大学のよ

うな教育研究業の事業場には、構成員でありながら外

部の存在でもある学生が職員の数よりもはるかに多く

在籍しています。このために大学では他の業種の事業

場よりも強力な安全衛生管理が求められます。中でも、

学生に安全衛生の基本能力さらには実践力を習得し

てもらう教育活動は、事故、健康障害を防止するため

だけではなく、将来社会で安全衛生管理を担う能力を

身につけてもらう意味でも大学の使命といえます。

　環境安全管理室では、安全衛生教育を実施する体

制を徐々に整え、講習会などの不定形教育に加えて、

法人化後 5年目には全学大学生対象の講義として総

合科目II「安全衛生と化学物質」、そして全学大学院

生対象の講義として大学院共通科目「化学物質の安

全衛生管理」を実施してきました。開講後 4年目には、

総合科目の教科書を作成、講義用のスライド資料を新

作して講義内容を体系化しました。その後も講義の内

容を充実させるために様々な取り組みを行ってきてい

ます。その結果、授業評価アンケートにおいて講義の

理解度と満足度ともに高い評価を得ています。また受

講者も年々増加して、現在では300名近い学生が受

講するようになりました。 

　上で述べた総合科目IIでは、生活全般における安

全衛生意識を芽生えさせ、将来安全衛生の指導者と

なる基盤を築くことを講義の目標としています。大学

院共通科目「化学物質の安全衛生管理」では、開講

時の内容にさらに実践的な教材を毎年追加してきてお

り、安全衛生技術の実践力の養成を行っています。

　筑波大学のような総合大学の理系学類においては、

3年次から専門性の高い実習講義が始まります。そこ

では危険性と有害性の高い実習が行われることになり

ます。この学年に対する安全衛生教育もぜひ実施しな

ければなりません。この教育のために総合科目III「実践・

安全衛生と化学物質」を平成28年度から開講するた

めの準備が整いつつあります。この講義では、事故と

健康障害の防止のための基本技術を習得してもらうこ

とを目指します。

　大学の理系分野の研究室においては、学類生と大

学院生が高度な危険・有害作業を行っています。そこ

では教員が安全指導に当たりますが、学生数に比べて

教員の数は完全な安全指導のためには十分とは言え

ません。この問題を解決するためには、作業経験を積

んだ大学院生の中から、研究室での安全衛生管理の

中心となる人を養成する必要もあります。この目的の

ために、大学院共通科目「環境安全衛生マイスター養

成講座」を開講する準備を行った結果、この講義を実

施出来る体制が整いました。平成 26年度に開講申請

を行いましたので、次年度から開講致します。この講

義は、安全衛生技術と環境保全技術の実習のみで構

成される実践的教育であり、環境安全衛生管理の指

導者を養成します。これらの講義を全て受講した人に

は「環境安全衛生マイスター」の称号を与えます。こ

のマイスターは、社会の求める安全管理能力の高い人

材であり、安全管理技術が国際標準に到達したグロー

バルに活躍出来る人材でもあります。

　以上の2つの講義が開講された暁には、筑波大学

の安全衛生教育が完結することになります。

安全衛生への取り組み　～新たなステージへ～
環境安全管理室長　野本信也

総合科目の講義風景

筑波大学の安全衛生教育体制の完結形

1 ．1 ．法人化後 10 年間の安全衛生教育の歩み法人化後 10 年間の安全衛生教育の歩み

2．2．安全衛生教育体制の整備の完結へ向けた取組安全衛生教育体制の整備の完結へ向けた取組

　総合科目 II と大学院共通科目「化学物質の安全衛

生管理」の開講時から、安全ポスターの原案を期末

試験において創作してもらい、これを全学に配布し

てきました。この活動は、教育の成果を生かし大学

全体の安全文化の向上に寄与できる安全活動に繋げ

る手段として好評を得ています。

　講義の内容をより充実させる取り組みとして、社

会における最新の事故事例を取り上げて状況、原因、

対策を解説する取組、大学内の事故・ヒヤリハット

事例集の作成も行ってきました。受講者は明らかに

興味を示し、「大変参考になった」、「安全意識が高

まった」という趣旨の声が多数寄せられました。そ

れらの事例の画像や映像を製作して講義で使用する

こととその一部を演示実験で見せることによって、

より臨場感のある危険体感教育を実現しています。

　講義で聞いてもらった内容は時間が経てば忘れら

れます。重要な項目はいつまでも記憶に留めてもら

い実践に役立ててもらうために、ポスター形式の要

約版資料を配布する活動も開始しました。これらを

いつでも閲覧出来る場所に置いてもらう、あるいは

実験室に掲示してもらうことで、実効性のある講義

にするように努力を行っています。

　教育機関では新入生に対する安全活動は毎年一か

ら始まります。ここでご紹介した講義は、受講を

希望する全ての学生に受講してもらう必要があり

ます。このために総合科目の受講者数の上限を 300

名にして、大教室を用意しています。「環境安全衛

生マイスター養成講座」では、実習講義であるため

に一度に多くの受講生を受け入れることはできませ

んが、受講者数に応じて、一つの年度に繰り返して

実施することとしました。

　学生の中には日本語が十分理解出来ない留学生も

います。留学生に対する教育のために本年度には、

英語版の教材も作成して、安全講習会で試行しまし

た。日本語での講義の他に、英語による講義の実施

に向けて準備が整いつつあります。今後も安全衛生

教育の完全普及のために努力してまいります。

　完全な安全衛生教育体制を確立しても、教育の企

画、教材の作成などに当った担当者が退職した後も

持続して教育を続行できる体制が無ければなりませ

ん。この課題の実現のために、平成25年度からe-ラー

ニング教育体制も取るべく準備を開始しています。e-

ラーニング教育で用いる教材は、音声ナレーション

を加え、また図や画像・映像を多用したできるだけ

分かりやすく内容を解説するものを製作しています。

この教育体制は平成 27年度に完成する予定です。

　筑波大学は、完全なそして持続可能な安全衛生教

育体制の実現に向けて努力を惜しみません。安全講義の受講者が原案を作成したポスター

講義の配布資料のひとつ

3 ．安全衛生教育の高速化と実効化3．安全衛生教育の高速化と実効化

4．安全衛生教育の完全普及4．安全衛生教育の完全普及

5．安全衛生教育の持続5．安全衛生教育の持続
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2.　実施内容施内容施2.　実施

1.　概要

3.　今後の展望3 後の展望後.　今後
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1.　概要

2.　実施内容施内容施2.　実施

3.　今後の展望3 後の展望後.　今後
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卒業生の活動①　武谷真由美生の活動① 武谷真由美卒業生
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化学物質等排出量

1．実験系廃棄物の処分状況

　平成 26 年度の教職員、学生による実験系廃棄

物分別収集の種類別の実施日数は、有機系廃液

を 86 日、無機系廃液を 58 日、有害固形廃棄物を

32 日、写真系廃液を 13 日、不要薬品を 5 日、動

物実験関係の廃棄物を 100 日実施し、本学からの

環境負荷低減活動ばかりでなく、大学構成員の環

境保全意識向上の活動として、多くの教職員、学

生が実験廃棄物の分別収集に取り組み、本学から

の化学物質による環境負荷の最小化に貢献しまし

た。平成 26 年度の実験廃棄物の種類別の処分状

況を最近の状況と比較しながら下図に示しまし

た。とりわけ、平成 26 年度には、写真（A,B）の

ように筑波キャンパスに保管の微量 PCB 廃棄物

32.51 トンと蛍光灯安定器 0.475 トンの処分を実

施しました。

2．PRTR 法及び茨城県条例への対応

　化学物質管理促進法（ＰＲＴＲ法、平成11年7月13日法律第86号、平成13年4月1日施行）、同法改正施行令（平

成20年 11月公布）及び茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成17年 3月 24日茨城県条例第9号）に基づき、

PRTR 法の第一種指定化学物質（462 物質）と茨城県知事の定める化学物質であって、平成 26 年度の年間取扱量

が 100kg 以上のものについて排出量・移動量を把握しました。平成 26 年度において年間取扱量が 100kg 以上と

なった化学物質は 14 物質でした。これら 14 物質のうち、年間取扱量が 1t 以上の PRTR 法届出要件に該当する

第一種指定化学物質となったものは、昨年度と同様にクロロホルム、ジクロロメタン、キシレン、ヘキサンの 4

物質でした。化学物質による地域への環境リスク低減のために、また大学内の作業環境における健康リスク低減

のためにも化学物質の移動量・排出量を把握し、化学物質のリスクアセスメントを適確に行っていきます。

平成 26年度 PCB 廃棄物処分状況写真

実験廃棄物の種類別の年変動

動物実験関係廃棄物の年変動

3 ．規制の遵守状況（排水の水質測定状況）

  筑波大学における水質関係の環境規制としては、

下水道法及びつくば市下水道条例、並びに水質汚濁

防止法があり、それらの法律で排出水（汚水、雨水）

と地下への浸透水についての水質が規制されていま

す。排出水の系統は、生活系排水、実験系洗浄排水、

雨水の三系統に分流されています。実験系洗浄排水

系統については、つくば市下水道条例などの法令遵

守のための排水分析、実験系洗浄排水再利用に向け

た処理（中水化処理）後の中水分析を常時実施して

います。平成 26 年度の排水と中水の水質測定結果

の概要を次ページに示します。

　水質汚濁防止法の改正により有害物質を取り扱う

実験室は有害物質使用特定施設としての届出と特定

施設の定期的な検査を行うとともに、とりわけ、有

害物質を含む濃厚廃液の漏えいが起きないように適

切な保管、処分が求められています。学内から発生

する有害物質管理の拠点として無機系廃液処理施設

は平成 26 年度も有効に機能しました。そこで、鉄

粉法による廃液処理の設備を写真で紹介します。

PRTR 法及び茨城県条例に基づく届出化学物質の排出量・移動量

鉄粉法処理設備の概要説明写真

無機系廃液 有機系廃液 写真系廃液
有害固形物 廃棄試薬

年度

処
分
量
（

／
年
）

kg

動物実験廃棄物

年度

処
分
量
（

／
年
）

kg

（A）微量 PCB 廃棄物搬出作業

（B）蛍光灯安定器搬出作業

PRTR 法の届出化学物質 茨城県指定化学物質

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 26 年度

クロロ
ホルム

ジクロロ
メタン ヘサキン キシレン クロロ

ホルム
ジクロロ
メタン ヘサキン キシレン アセトニ

トリル ベンゼン ホルム
アルデヒド トルエン 塩化水素 DMF アセトン 酢酸エチルメタノール 硫酸

大気への排出量 249 173 328 27 245 223 298 262 63 5.3 49 8.9 1.9 67 565 114 118 8.4

公共用水域への排出量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当該事業におる
土壌への排出量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当該事業場における
土壌への埋立処分量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下水道への移動量 0.2 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃棄物への移動量 3,956 2,785 3,307 1,228 4,934 2,634 3,792 1,233 636 108 465 248 103.4 115 6,013 1,682 4,601 93

（単位：kg）

（年間取扱量　100kg 以上）

（D）凝集・沈降槽

（F）沈殿ろ過・脱水機 （G）処理水槽

（E）活性炭・キレート樹脂塔

無機系廃液処理施設（鉄粉法処理設備）

（B）前処理反応槽設備

（A）原廃液槽 （C）鉄粉反応槽と鉄粉フィーダー

35 36

環境負荷低減の取り組み組み



平成 26年度の水質測定結果（最大値～最小値）
（単位：mg/l）

項　　　　　目 中地区洗浄排水
中地区処理水
（中水）

医学地区洗浄排水
医学地区処理水
（中水）

透視度
温度
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素     
及び硝酸性窒素
水素イオン濃度 (pH)
生物化学的酸素要求量（BOD）
化学的酸素要求量  （COD）
浮遊物質量
ヘキサン抽出物質含有量
ヨウ素消費量
カドミウム及びその化合物
全シアン化合物
有機燐化合物
鉛及び化合物
六価クロム化合物
ヒ素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀
化合物
アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2- ジクロロエタン

＞ 50 ～ 20cm
23.3 ～ 12.0℃
14 ～ 0.8

9.3 ※～ 7.7
40 ～ 3.0
12 ～ 1.9
10 ～不検出
不検出
不検出
0.001 ～不検出
不検出
不検出
0.01 ～不検出
不検出
不検出
不検出

不検出
不検出
不検出
不検出
0.002 ～不検出
不検出
不検出

＞ 50 cm
25.1 ～ 13.2 ℃
13 ～ 0.6

7.9 ～ 7.6 
0.9 ～不検出
1.1 ～ 0.7 
不検出
不検出
1.3 ～不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

不検出
不検出
0.001
不検出
不検出
不検出
不検出

＞ 50 ～ 18cm
23.6 ～ 11.0℃
2.3 ～不検出

7.6 ～ 7.0
18 ～ 4.2
31 ～ 2.8
20 ～不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

＞ 50
21.0 ～ 10.5℃
2.0 ～ 0.6

7.7 ～ 7.0
4.5 ～不検出
6～ 0.5
不検出
不検出
11 ～不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出

不検出
不検出
0.001 ～不検出
不検出
0.002 ～不検出
0.001 ～不検出
不検出

1,1- ジクロロエチレン
シス -1,2- ジクロロエチレン
1,1,1- トリクロロエタン
1,1,2- トリクロロエタン
1,3- ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物
ホウ素及びその化合物
フッ素及びその化合物
1,4- ジオキサン
フェノール類
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（全鉄）
マンガン及びその化合物
クロム及びその化合物
塩ビモノマー
トランス -1,2- ジクロロエチレン
クロロホルム
1,2- ジクロロプロペン
トルエン
m- キシレン ,　p- キシレン
o- キシレン

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
0.001 ～不検出
不検出
不検出
0.3 ～不検出
不検出
0.005 ～不検出
不検出
不検出
0.8 ～ 0.4
0.4 ～ 0.1
不検出
不検出
不検出
0.007 ～不検出
不検出
0.001 ～不検出
0.002 ～不検出
0.001 ～不検出

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
0.2 ～不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
0.012 ～ 0.002
不検出
不検出
不検出
不検出

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
0.001 ～不検出
不検出
不検出
0.3 ～不検出
不検出
不検出
不検出
0.1 ～不検出
0.5 ～ 0.1
不検出
不検出
不検出
不検出
0.007 ～不検出
不検出
0.001 ～不検出
0.002 ～不検出
0.001 ～不検出

不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
0.002 ～不検出
不検出
0.2 ～不検出
0.1 ～不検出
不検出
不検出
不検出
不検出
0.3 ～不検出
0.1 ～不検出
不検出
不検出
不検出
0.002 ～ 0.001
不検出
不検出
不検出
0.001 ～不検出

※ｐHは 5～９にして処理（放流）した。

温室効果ガス排出量削減対策

1 ．排出削減計画と体制

　｢筑波大学における温室効果ガス排出抑制等実施

計画｣ では二酸化炭素（温室効果ガス）排出量の削

減目標として平成 20 年度から平成 27 年度まで二

酸化炭素排出原単位※１を毎年少なくとも平均 2％削

減する｣ こととしています。

　平成 26 年度の二酸化炭素排出原単位は 82.6㎏ /

㎡となり、目標値の 71.4㎏ /㎡に対して約 15.7% の

超過となりました。これは病院（けやき棟）の本格

稼働したことが大きな要因と思われます。

　エネルギー管理体制は「エネルギーの使用の合理

化に関する法律」に対応するため、平成 22 年度に

エネルギー管理統括者（財務・施設担当副学長）及

びエネルギー管理企画推進者を新たに設け、下図の

ような体制としています。
　　※１二酸化炭素排出原単位＝

　二酸化炭素（温室効果ｶﾞｽ）排出量÷建物延べ面積

2．温室効果ガス排出量

　平成 26 年度の温室効果ガス排出量は、前年度に

比べて総量で約2%減少しました。これはエネルギー

使用量（熱量GJ）の対前年度比が約 98%となって

おり約 2%減少したことが大きな要因と思われます。

3．削減の取組

　（ 1）太陽光発電設備

　再生可能エネルギー導入を促進するため、平成

26年度に太陽光発電設備116.8kWを導入しました。

大学全体では、総容量が 911.8kW となりました。

（筑波キャンパス 761.8kW、附属学校 140kW、下田

10kW）

　これにより、平成 26 年度は約 380.5 ｔの温室効

果ガス削減を図ることができます。

　（ 2）省エネ型照明器具更新

　　（中地区）２B棟一部、人文社会学系棟一部、理科

　　　　　　　系B棟、共同研究棟A、自然系学系棟一部

　　（西地区）医学系学系棟一部、図書館・臨床講

　　　　　　　義室、ゆりのき保育所

年　度
項　目

H19
（2007）

H20
（2008）

H21
（2009）

H22
（2010）

H23
（2011）

H24
（2012）

H25
（2013）

H26
（2014）

H27
（2015）

二酸化炭素排出量
（千 ton-CO2/ 年） 70.8 69.4 68.2 68.2 68.4 67.2 68.4 67.0 65.6

排出量原単位
（kg-CO2/㎡・年） 82.2 80.6 79.0 77.4 75.8 74.3 72.8 71.4 69.9

H19 を 100 として
排出原単位を毎年度
2％削減目標（％）

100 98.0 96.0 94.1 92.2 90.4 88.6 86.8 85.1

建物延床面積
（千m2） 861 861 864 882 898 905 939 939 939

年度別二酸化炭素排出原単位等の削減目標

エネルギー管理統括者

財務・施設担当副学長

エネルギー管理員（筑波地区のみ）エネ

省エネ担当推進委員（エリアごとに配置）

エネ

学　長

エネルギー管理企画推進者者

財務 施設担担当副学長

ネルギー管理員（筑波地区のみ）

ネルギー管理統括者

財務・施設担担当副学

エネルギー管理企画推進者

温室効果ガス削減対策委員会
（H27.6設置:省エネルギー専門委員会）

（千トン-Co2） 温室効果ガス排出量

H25 H26H24H23H22H21H20H19

79.3 77.9

70.1 

56.6 

63.6 
66.6 68.0 

70.8 

50

55

60

65

70

75

80

（年度）

中央機械室屋上太陽光パネル

筑波大学エネルギー管理体制図
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（南地区）6A棟、保健管理センター

（下田地区）下田臨海実験センター

　上記施設については、改修工事において蛍光灯を

LED照明器具に更新しました。

　（ 3）熱源設備基本計画に基づく対策

　筑波地区の冷暖房システムは、中央機械室から北・

中・南地区の各施設に高温水を利用した熱源供給に

よる大規模集中方式ですが、平成 14 年 3 月に本学

で策定したキャンパスリニューアル計画により、熱

源機器の設備更新は大規模集中方式からブロック別

集中方式及び個別方式へ転換し、すべて完了した時

点で中央の熱源機器（ボイラー）を廃止することに

しています。

　平成 26 年度は、（南地区）芸術学系工房棟、（北

地区）一の矢学生宿舎 6・8号棟を中央熱源から分

離して個別方式に転換しました。

　なお、東日本大震災以降の電力需給逼迫の対応と

して、夏期の空調負荷による電力需要のピークカッ

トを図るために、講義室、研究室（教員室）等には

ガスを使用するガスヒートポンプ式空調機を導入し

ています。また、建物自体も外壁及び屋上に断熱材

を、窓に複層ガラス（二重）を採用し、断熱性を向

上させて空調負荷低減を図っています。

　（ 4）夏季一斉休業

　夏季一斉休業は平成 23 年度より毎年 5日間連続

で実施しています。平成 26 年度も 5日間連続で実

施しました。以下に平成 26 年度の一斉休業による

温室効果ガス削減効果の算定値を示します。

　・平成 26 年度：8月 11 日～ 15 日の 5日間

　　CO2 削減量：408t

　（ 5）その他の取り組み

　学内及び学外に筑波大学における再生可能エネル

ギーの導入・活用を積極的に推進していることをア

ピールするために、太陽光発電設備のモニターを設

置しています。

　リアルタイムで直流電力（kW）、交流電力（kW）

外気温（℃）、日射量（kW/㎡）等を表示しています。

光熱水量

1 ．電気・都市ガス・Ａ重油

　平成 26 年度の本学エネルギー消費量構成は、電

気 72.5％、都市ガス 26.0％、Ａ重油 1.2％、その他（ガ

ソリン、軽油等）0.3％となっています。

　平成 26 年度の電気使用量は前年度と比べて 1.5%

減少、都市ガス使用量は前年度と比べて 1.4% 減少

となりました。都市ガス使用量は中央熱源運転から

個別化運転への移行により消費量が減ったと考えら

れます。

　A重油の使用量は前年度と比べて 20.7% の増加

となりました。これは医学地区のボイラー運転で平

成 26 年度に補充した購入量が増えたとえたと考えられま

す。

2．上水・中水

　上水は主に飲料用に供給しています。平成 26 年

度は前年度に比較して 3.3% 減少しました。これは

附属学校及び下田臨海実験センターにおける使用量

の減少が大きく影響しています。

　筑波地区では､ 実験室の 3次洗浄水以降の排水を

実験系排水として中地区実験廃水処理施設に集めて

浄化し、便所の洗浄水や、冷暖房設備の補給水など

非飲料系中水として再利用しています。

　中水使用量はこの実験系排水の処理水と井水の使

用量（筑波地区と医学地区の井水浄化水を除く）を

合算して中水使用量としています。

　医学地区は平成 23 年度から井水を浄化水として

使用し、筑波地区は平成 26 年度から井水を浄化水

として使用することで市水使用量の経費削減を図っ

ています。一般の排水は雨水系統と汚水・雑排水系

統の 2系統に分かれ、汚水・雑排水系統は公共下

水道に排水しています。また、平成 25 年度に中央

機械室及び春日地区に井水浄化システムを導入しま

した。これにより災害時において、市水の供給がス

トップしても、学内に上水を供給することが可能と

なりました。

図書館・臨床講義室改修による LED照明の設置

芸術学系工房棟に個別方式空調機の設置

図書館・臨床講義室改修による複層ガラス（二重）窓の設置

太陽光発電設備モニターの設置
H25H24H23H22H21H20H19

377 
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345 380 
483 

395 428 

（KL）
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H26（年度）

133
122
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0
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480
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114 
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158

上水使用量

0
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H25H24H23H22H21H20H19

8.60 8.26 7.88 7.78 7.13 7.61 8.41 

（百万㎥）

H26（年度）

8.49

都市ガス使用量

電気使用量

0
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H25H24H23H22H21H20H19
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H26（年度）

※上水使用量は井水浄化システムの浄化水をふくむ。
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廃棄物等排出量及び低減対策 

1．廃棄物の発生抑制、低減対策等

　筑波大学では、紙の削減計画の一環として両面コ 

ピーの推進や 2UP 印刷等を奨励し、教員・職員・ 

学生など全構成員の個々人のコスト意識の向上によ 

り節減された経費を教育研究の充実に役立てるべく 

努めています。

　本学のゴミの排出量は、つくば市に占める割合が 

8％程度あり、ゴミ抑制方策、リサイクルの推進や 

ゴミの分別収集など積極的に取り組むことが重要と 

なっています。

　低減の取り組みとしては、エコステーションを設 

置することで、ペットボトル、缶、ビン等の分別回 

収を推進し、リサイクル（売却）に努めています。 

また、温室効果ガス削減対策の一環として、機密 

書類等の焼却処理をやめ、製紙工場での溶解処理を 

導入しています。

　平成 24 年度からの 3年間の一般廃棄物に関する 

排出量と処分に要した経費は表 1のとおりです。 

表１　年度別一般廃棄物処分量及び経費

種　　類
処　　　　　分　　　　　量（kg） 対前年度増△減

（H26－H25）（kg） 増△減の要因等
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

可 燃 物

大 学 構 内 689,210 625,790 554,390 △    71,400
学 生 宿 舎 0 0 0 0
病 院 地 区 861,040 876,810 906,940 30,130
東京キャンパス 204,008 231,848 183,488 △    48,360

計 1,754,258 1,734,448 1,644,818 △    89,630

不 燃 物

大 学 構 内 30,680 24,580 22,180 △      2,400
学 生 宿 舎 0 0 0 0
病 院 地 区 0 0 0 0
東京キャンパス 1,235 1,380 1,070 △         310

計 31,915 25,960 23,250 △      2,710

粗 大 ゴ ミ

大 学 構 内 1,070 900 240 △         660
病 院 地 区 0 0 0 0
東京キャンパス 106,010 34,500 27,086 △      7,414

計 107,080 35,400 27,326 △      8,074

ペットボトル
大 学 構 内 0 0 0 0
病 院 地 区 0 0 0 0

計 0 0 0 0

缶

大 学 構 内 0 0 0 0
病 院 地 区 0 0 0 0
東京キャンパス 109 100 131 31

計 109 100 131 31

ビ ン

大 学 構 内 0 19,040 11,240 △      7,800
病 院 地 区 0 2,360 3,620 1,260
東京キャンパス 109 92 131 39

計 109 21,492 14,991 △      6,501
合　　　 　　　　計 1,893,471 1,817,400 1,710,516 △ 106,884
金　額（単位：千円） 50,467 30,724 29,743 △         981

H27.5.25  施設マネジメント課

2．産業廃棄物総排出量と処理経費

　平成 24 年度からの 3年間の産業廃棄物に関する

排出量と処分に要した経費は表 2のとおりです。

表 2　年度別産業廃棄物処分量及び経費

表 3　平成 25、26 年度病院地区産業廃棄物・
　　　感染症廃棄物処分量及び経費

種　　類
処　　　　　分　　　　　量（kg） 対前年度増△減

（H26 － H25）（kg） 増△減の要因等
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

廃プラスチック・金属類 537,078 654,123 779,242 125,119
木 く ず 10,789 14,920 19,840 4,920
廃 タ イ ヤ 0 0 0 0
コ ン ク リ ー ト く ず 0 0 0 0
岩 石 4,720 5,800 0 △     5,800
廃 自 転 車・廃バイク 0 0 0 0
廃 乾 電 池 2,000 2,240 3,230 990
廃 蛍 光 灯 4,410 4,492 3,420 △     1,072
ガラスくず・陶磁器くず 23,675 24,881 7,059 △   17,822
廃 油 ･ 廃 液 25,715 44,250 25,418 △   18,832
動 物 の 死 体 59,892 64,508 55,646 △     8,862
感 染 症 廃 棄 物 328,718 236,589 238,703 2,114
廃 試 薬 0 10,751 2,694 △     8,057
汚 泥 24,373 18,622 23,155 4,533
が れ き 類 0 0 27,750 27,750
廃 酸 554 188 1,377 1,189
廃 ア ル カ リ 0 1 1,371 1,370
廃 石 綿 等 430 0 6,320 6,320
P C B 0 0 32,985 32,985
合 　 計 1,022,353 1,081,365 1,228,210 146,845
金　額（単位：千円） 67,652 77,898 86,947 9,049

　表 3 に附属病院における平成 25、26

年度の産業廃棄物と感染症廃棄物の処分

量を示します。 種　　類
処　分　量（kg） 経　　費（単位：千円）

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 25 年度 平成 26 年度
（産業廃棄物）
固 定 不 燃 物 209,460 251,000 15,060 17,976 
粗 大 ご み 33,460 12,860 1,093 500 
（感染性廃棄物）
固形・鋭利物 231,836 231,590 18,257 18,758 
液状・汚泥物 6,476 6,637 883 931 

※感染性廃棄物の一部は、院内処理施設にて乾熱処理し、産業廃棄物として処分
している。
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グリーン購入・調達の状況

1 ．購入・調達の方針、目標、計画

（ 1）購入・調達の方針

　本学は、「国等による環境物品の調達の推進等に

関する法律」（グリーン購入法）を厳守し、可能な

限り環境への負荷の少ない物品の調達に努めるた

め、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」

を策定し、公表しています。（環境省へ毎年報告）

（ 2）目標、計画

　特定調達品目については、その調達目標を 100％

と定め、環境負荷低減に努めています。また、特定

調達以外の調達に関してもエコマーク製品の調達や

OA機器、家電製品など、より消費電力が少なく、

かつ、再生材料を多く活用しているものを選択する

など環境に配慮しています。

　さらに、公共工事の要素である資材・建設機械等

の使用に際し、コスト等に留意し、環境負荷に配慮

した公共工事を積極的に推進しています。

2．グリーン購入・調達の状況

　本学における「年度別調達品目調達状況」を表

に示します。調達達成率は、コピー用紙が 99％で、

その他は 100％です。

年度別特定調達品目達成状況

分　　　野
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

総調達量 単位 品目数 総調達量 単位 品目数 総調達量 単位 品目数

紙類 341,311 kg 7 357,397 kg 7 332,335 kg 7

文具類 639,451 件 80 724,983 件 80 801,461 件 79

オフィス家具等 6,082 台 10 6,846 台 10 4,522 台 10

OA 機器 8,952 台 11 5,692 台 11 5,604 台 11

関連用品 66,914 個 7 72,157 個 7 67,327 個 7

家電製品 305 台 5 386 台 5 114 台 6

エアーコンディショナー等 136 台 3 233 台 3 100 台 3

温水器等 3 台 2 2 台 2 29 台 3

照明 12,918 件 5 12,164 件 5 12,037 件 4

自動車等 27 台 1 20 台 1 17 台 2

関連用品 4 件 1 6 件 1 4 件 1

消火器 581 本 1 652 本 1 242 本 1

制服・作業服 11,553 着 3 4,467 着 3 3,871 着 3

インテリア・寝装寝具 　 　 　

カーテン等 1,154 枚 2 418 枚 2 97 枚 2

じゅうたん等 309 ㎡ 1 1,050 ㎡ 1 766 ㎡ 2

寝具類等 4,507 枚 4 903 枚 4 369 枚 4

作業手袋 76,151 組 1 87,208 組 1 78,315 組 1

その他の繊維製品 5,634 枚 7 615 枚 7 647 枚 7

役務 4,325 件 11 5,196 件 12 41,598 件 14

第三者からのご意見

　筑波大学は、明治 5年に設立された師範学校から

続く壮大な教育の歴史を持ちつつ、昭和 48 年につ

くばに移転して以降、国内外における教育研究活動

を牽引する大学として、大きな存在感を示していま

す。関彰商事は、師範学校設立より遅れること36年、

明治 41 年に関彰商店として産声を上げました。そ

の後、現在の社名に変更し、7年前の平成 20 年に

は創業 100 周年を迎えることができました。

　このたび、環境報告書に第三者意見を寄せてほし

いとの依頼があり、これまで、社会と環境との調和

を念頭に、「地域の社会と生活の向上に貢献する」

という当社の理念の基、少しでもお役に立てればと

お引き受けすることにいたしました。

■報告書を読んで評価した点

　まず、手に取った時に、明るい黄色と優しいタッ

チのイラストの表紙に目がとまりました。このデザ

インを手がけたのは芸術専門学群の学生とのこと。

　紙面の構成も担当しているとのことで、若い感性

を生かした「見やすく、読みやすく、親しみやすい」

報告書になっているのではないでしょうか。

　そのなかで、大学新聞の製作などで活躍する学生

がまとめた、研究活動のインタビュー記事は、興味

深く読ませていただきました。特に、石田先生の「都

市交通研究」は、これからの日本が抱える課題「高

齢化」と「地方創生」に対して、交通という切り口

から解決しようとしており、また、研究は「自分の

研究」のためではなく、「人の暮らしを幸せにする」

「地域を元気にする」ためと書かれていることに感

銘を受けました。関彰商事は、ガソリンなどの石油

製品を主力商品としながらも、「地域に育てられ、

地域に奉仕する」という理念の基に、住宅、生活環

境設備、自動車、情報機器、介護など、事業分野の

拡大と多角化を進めています。まさに我が意を得た

りの気持ちで目を通しました。

　さらに、学生の「やりたい」気持ちを具現化した

T-ACT の活動（7年間で 600 件という数の多さに驚

きました）や、平成 26 年度から新たに開講した「筑

波大学から診る環境問題」の科目は、筑波大学が環

境基本方針に掲げる「教育・研究活動を通じ、環境

に配慮する心をもった人材の育成」に合致した取組

でしょう。カリキュラムのひとつである渡邊先生の

「藻類バイオマス」については、関彰商事も研究支

援を行っています。藻から作り出したオイルと軽油

を混合させた燃料により、つくば市の公用車を走ら

せる実証試験に参画しています。資源の乏しい日本

にとって、輸入に全面的に頼らず、自然由来のエネ

ルギーを定量的に生産することができたら、どんな

に素晴らしいことでしょう。

■筑波大学に期待すること

　環境問題は、一つの大学だけで、ましてや一つの

企業だけで解決できる問題ではありません。筑波大

学とは、これまでにもいくつかの場面で教育研究活

動への支援・協力を進めてまいりました。商事会社

である当社は、自ら製品開発を行うメーカーではあ

りません。そのため、一緒に技術開発を行うことは

できませんが、商事会社ならではのネットワークを

活用した産学連携が行えるのではと考えています。

筑波大学が産み出す知を、社会が抱える様々な課題

にどう活かすことができるのか、一緒に考えていく

ことができるかもしれません。

　トップメッセージに書かれているように、筑波大

学が、50 年・100 年先を見据えた「未来構想大学」

として、地球規模の環境課題を解決してくれること

を期待しています。

　余談ですが、T-ACT の活動に、企業の運動会を企

画してくれるグループはないでしょうか。閉塞感を

抱える若者が増える現代社会において、「明るく、

楽しく、元気よく」働くことのできる職場環境づく

りは、日本社会の発展にも繋がっていくのでは、と

考えています。

関彰商事株式会社
代表取締役社長
関　正樹氏

　筑波大学「環境報告書 2015 年」における本学の取り組みについて、地域に根差した様々な活
動を展開し、本学とも関連の深い関彰商事株式会社の関正樹氏より、ご意見をいただきました。
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ガイドラインとの対照表

環境報告書 2012 ガイドラインによる項目 筑波大学環境報告書 2015 における対象項目 項目ページ
環境報告の基本的事項
1．報告にあたっての基本的要件
（ 1）対象組織の範囲・対象期間 筑波大学概要、対象組織、報告期間 3、4、46
（ 2）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異 －
（ 3）報告方針 編集方針 46
（ 4）公表媒体の方針等 作成部署・お問い合わせ先 46
2 ．経営責任者の緒言 学長挨拶 1
3 ．環境報告の概要
（ 1）環境配慮経営等の概要 筑波大学概要 3、4
（ 2）ＫＰＩの時系列一覧 環境負荷低減の取り組み 35 ～ 43
（ 3）個別の環境課題に関する対応総括 環境負荷低減の取り組み 〃
4．マテリアルバランス 環境負荷低減の取り組み 〃
「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報・指標
1 ．環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等
（ 1）環境配慮の方 筑波大学環境方針 2
（ 2）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等 筑波大学環境方針 2
2 ．組織体制及びガバナンスの状況
（ 1）環境配慮経営の組織体制等 筑波大学環境方針 2
（ 2）環境リスクマネジメント体制 －
（ 3）環境に関する規制等の遵守状況 環境負荷低減の取り組み 35 ～ 43
3 ．ステークホルダーへの対応の状況
（ 1）ステークホルダーへの対応 －

（ 2）環境に関する社会貢献活動等 地球規模課題の解決に向けて
地域連携・社会貢献活動

23、24
29 ～ 32

4 ．バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況
（１）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等 －
（ 2）グリーン購入・調達 グリーン購入・調達の状況 43

（ 3）環境負荷低減に資する製品・サービス等 お米の加工食品
学生の環境意識向上～学生対象の環境教育～

13 ～ 16
25、26

（ 4）環境関連の新技術・研究開発 都市交通研究 9～ 12
（ 5）環境に配慮した輸送 －
（ 6）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等 －
（ 7）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル 廃棄物等排出量及び低減対策 41、42

「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標
1 ．資源・エネルギーの投入状況
（ 1）総エネルギー投入量及びその低減対策 光熱水量 40
（ 2）総物質投入量及びその低減対策 －
（ 3）水資源投入量及びその低減対策 光熱水量 40
2 ．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内） 光熱水量（上水・中水） 40
3 ．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況
（ 1）総製品生産量又は総商品販売量等 －
（ 2）温室効果ガスの排出量及びその低減対策 温室効果ガス排出量削減対策 38、39
（ 3）総排水量及びその低減対策 光熱水量 40
（ 4）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策
（ 5）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 化学物質等排出量 35 ～ 37
（ 6）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 廃棄物等排出量及び低減対策 41、42
（ 7）有害物質等の漏出量及びその防止対策 化学物質等排出量 35 ～ 37
4 ．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 －
「環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標
1 ．環境配慮経営の経済的側面に関する状況
（ 1）事業者における経済的側面の状況 －
（ 2）社会における経済的側面の状況 －
2．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 安全衛生への取り組み 27、28
その他の記載事項等
1 ．後発事象等
（ 1）後発事象 －
（ 2）臨時的事象 －
2．環境情報の第三者審査等 第三者からのご意見 44
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